
 医療機能情報提供制度に係る令和６年度定期報告の御案内 

 

県民・患者による医療機関の適切な選択を支援するため、医療法第６条の３の規定に基づき、

令和６年度の定期報告を実施しますので、必ず期限までに報告いただくようお願いします。 

なお、例年、システム操作や報告内容等について県への多数の問い合わせがありますが、ま

ずは、報告に必要なマニュアルや、よくあるご質問（FAQ）等を必ず確認いただくよう、御協

力の程よろしくお願いします。 

 

報告対象施設 病院、診療所、歯科診療所、助産所 

報 告 内 容 
当該施設の有する医療機能に関する情報 

（基本情報、診療内容、提供サービス、医療の実績・結果 等） 

報告基準日 
令和 ７ 年 １ 月 １ 日 

（実績件数は令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日までの件数） 

報 告 期 間 令和 ７ 年 １ 月 ６ 日 （月）～ 令和 ７ 年 ２ 月 28 日 （金） 

報 告 方 法 

下記のいずれかの方法により報告してください。 

① インターネットで厚生労働省の G-MISに接続してオンラインで報告 

https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/ 
※ 前回の入力情報が利用できるため、報告書記入の手間が省けます。 

※ 関係法令の改正、通知等の各種関連情報を、登録いただいたメールアドレ

スへお知らせします。 
 
②  報告書に記入して広島県医療介護基盤課へ郵送で提出 

 ※ 紙報告の対象施設は、別途郵送にて案内します 

そ の 他 

 G-MIS でオンライン報告する場合は、事前に国から付与されている G-MIS

アカウント（医療法人用ではなく、医療機関用）を使用してください。 

 令和５年度定期報告が未報告の施設は、システムの仕様上、医療情報ネッ

トに情報が公開されていません。今年度報告を実施することで情報公開さ

れますので、必ず報告してください。 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

県からの定期報告案内（郵送／メール） 

 

なお、貴施設の控として、報告書のコ

ピーを保管しておいてください。 

 

報告様式に貴施設の医療機能情報を

御記入のうえ、令和７年２月 28 日(金)

までに下記宛先へ郵送してください。↓ 

 

G-MISにログイン後「医療機能情報提供制度」

ボタンを押下して報告を行なう。 

（通常は「定期報告」を選択、新規開設で新たに

報告する場合のみ「新規報告」を選択） 

 

※報告にあたっては、県ホームページ又は G-MIS

内に掲載している各種マニュアルを参照してく

ださい。 

〒730－8511 

広島市中区基町 10－52 

広島県健康福祉局医療介護基盤課  

医療施設グループ 

 

G-MISにログインすることができますか？ 

https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/ 

メール 郵送 

はい 

いいえ 

 

入力画面から貴施設の医療機能情報につ

いて入力・更新のうえ、令和７年２月 28日

（金）までに報告処理を行ってください。 

 

※入力に当たり御不明な点がありました

ら、下記問い合わせ先までお問合せくださ

い。 

 

ユーザ名を確認し

た後に、パスワード

の設定を行なってく

ださい。 

※よくあるご質問（Ｆ

ＡＱ）のＱ３・Ｑ４参

照 

＝＝医療機能情報提供制度に係る報告手続きフローチャート＝＝ 

報告完了 

②紙媒体による報告 ① G-MISによるオンライン報告 

報告完了 

 

「ユーザ名」がわかりますか？ 

いいえ はい 

 

パスワードの設定

を行なってくださ

い。 

※よくあるご質問（Ｆ

ＡＱ）Ｑ４参照 

※それでもユーザ名がわからない場合のみ 

（次頁【問い合わせ先】へ） 

https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/


 

 

※ 問合せは、原則メールでお願いします。 

※ ユーザ名の問い合わせの際は、本人確認のため【施設名】【住所】【担当者名】をメール本文に 

記載のうえ、G-MIS登録アドレスからメールにてお問合せください。 

※ 問合せが集中し、即時に対応できない場合があります。御了承ください。 

施設の所在地 保健所担当部署名 電子メールアドレス・電話番号 

広島市 
広島県医療介護基盤課 

医療施設グループ 

imuchousa@pref.hiroshima.jp 
(082)513-3056（ダイヤルイン） 

大竹市、廿日市市 
西部保健所 

厚生課 

fjwkousei@pref.hiroshima.lg.jp 
(0829)32-1181 （内線 2332） 

安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、

坂町、安芸太田町、北広島町 

西部保健所広島支所 

厚生課 

fjwhkousei@pref.hiroshima.lg.jp 
(082)228-2111 （内線 5514） 

呉市、江田島市 
西部保健所呉支所 

厚生保健課 

fjwkkousei@pref.hiroshima.lg.jp 
(0823)22-5400 （内線 2312） 

竹原市、東広島市、大崎上島町 
西部東保健所 

厚生課 

fjwekousei@pref.hiroshima.lg.jp 
(082)422-6911 （内線 2322） 

三原市、尾道市、世羅町 
東部保健所 

厚生課 

fjekousei@pref.hiroshima.lg.jp 
(0848)25-2011 （内線 2322） 

福山市、府中市、神石高原町 
東部保健所福山支所 

厚生課 

fjefkousei@pref.hiroshima.lg.jp 
(084)921-1311 （内線 2322） 

三次市、庄原市 
北部保健所 

厚生課 

fjnkousei@pref.hiroshima.lg.jp 
(0824)63-5181 （内線 3315） 

 

 

 

 

【お知らせ】 

医療機関は、自施設の医療機能情報を県に報告するとともに、当該事項

を記載した書面を、当該施設において閲覧できるようにしておく必要があ

ります。（医療法第６条の３第１項） 

 

G-MIS では、報告後に自ら入力した最新の報告内容を印刷する機能は具備されて

おりませんが、最新の報告が公表されたのち、医療情報ネットにて最新の報告内容

を印刷することが可能です。（R7.4.1 以降） 

（印刷手順） ※詳細は「よくあるご質問（FAQ）参照」 

1.医療情報ネット関係者向けメニューにログイン 

2.「医療機関情報検索」をクリックし検索を実行 

3. 目的の医療機関を検索し、検索結果一覧から医療機関をクリック 

4.「医療機関情報詳細画面」にて「印刷プレビュー」ボタンを押下 

5.全項目をまとめた画面が表示されるので、ブラウザの印刷機能にて印刷を行う 

問い合わせ先 
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